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本日お話しする内容

１．動物検疫について

２．スムーズな輸出のために

３．事例紹介
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１．動物検疫について

２．スムーズな輸出のために

３．事例紹介

本日お話しする内容
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法 律   検疫対象疾病 主な検疫対象物

感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関
する法律
（平成10年）

エボラ出血熱
マールブルグ病

•サル

家畜伝染病予防法
（昭和26年）

口蹄疫
豚熱（CSF）
アフリカ豚熱（ASF）
鳥インフルエンザ

など

•偶蹄類の動物
•馬
•家きんとその卵
•うさぎ、蜜蜂
•犬
•これらの骨、肉、皮、毛等
•ソーセージ、ハム、ベーコン
•穀物のわら及び飼料用の乾草

狂犬病予防法
（昭和25年）

狂犬病 •犬
•猫
•あらいぐま
•きつね
•スカンク

水産資源保護法
（昭和26年）
（平成19年から動物検疫所で対応）

コイ春ウイルス血症
コイヘルペスウイルス病
等 24疾病

・魚類の一部（さけ科、こい、きん
ぎょ等）
・甲殻類の一部（くるまえび等）
・貝類の一部（あわび、かき等）

海外からの家畜の伝染性疾病の侵入を防止し、
畜産業の振興と公衆衛生の向上を図っています

動物検疫所の役割と法律
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法第45条（輸出検査）  

次に掲げる物を輸出しようとする者は、これにつ
き、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第
３項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けな
ければならない。
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家畜伝染病予防法

一 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾
病の病原体を拡散するおそれの有無についての輸
出国の検査証明を必要としている動物その他の物

二 第３７条第１項各号に掲げる物であつて 農林水産
大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するもの
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本日お話しする内容
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１．動物検疫について

２．スムーズな輸出のために

３．事例紹介
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輸出先国の受入条件等の確認

輸出検査申請

輸出検査

輸出検疫証明書の交付

輸出

畜産物の輸出検査の流れ
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輸出先国の受入条件等の確認

輸出検査申請

輸出検査

輸出検疫証明書の交付

輸出

畜産物の輸出検査の流れ
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１．輸出検査が必要な物か

２．輸出が停止されている物ではないか

３．輸出先国と我が国の間に二国間条件の締結はあるか

４．個別の条件を調べる必要はあるか

動物検疫所ウェブサイト  
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aqex1.html

動物検疫所ホームページで締結された

条件や輸出停止情報、参考となる輸出

事例等を確認することができます

輸出先国の受入条件の確認
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輸出先国政府が証明書を
必要としている動物その他の物

農林水産大臣が必要と認めて
指定するもの

① 指定検疫物のうち、生きた動物、ふ化を目的とする卵、精液、受精卵、
未受精卵
＜動物種＞
⚫ 偶蹄類の動物（牛、山羊、めん羊、豚等）、馬
⚫ 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょうその他

のかも目の鳥類
⚫ 犬、うさぎ、蜜蜂

② 指定検疫物のうち、野生動物由来の畜産物
＜畜産物＞
● 骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
● ソーセージ、ハム及びベーコン
● 生乳、乳等、卵、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
● 骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉

輸出検疫の対象品目
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1.輸出検査が必要な物か

規則第53条（輸出品の指定）



R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出）

２．輸出が停止されている物ではないか①
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輸出停止情報（ホーム＞畜産物の輸出入＞輸出入停止措置情報）

国内における疾病発生によっ

て、畜産物の輸出に一時的又

は当面の間、制限が課される

場合があり、随時HPで情報

提供を行っています。
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２．輸出が停止されている物ではないか②
受入状況一覧（ホーム＞畜産物の輸出入＞家畜衛生条件（輸出）

日本から輸出される食肉に

ついては、二国間の条件締

結状況だけではなく、輸出

不可、協議の状況等をHPで

お知らせしています
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農林水産省ウェブサイト https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html

動検NEWS – 配信サンプル
件名：動検NEWS 〇〇県において鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことから、

家きん及び家きん由来製品の輸出を停止しました。

【要旨】

〇〇県において鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことから、令和△年△月△
日付けで家きん及び家きん由来製品に対する輸出検疫証明書の交付を一時停止しま
した。

輸出先国との合意に基づき引き続き輸出が可能な製品もありますので、詳細について
は動物検疫所にお問い合わせください。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
動物検疫所WEBサイト
（鳥インフルエンザの発生に伴う家きん肉・家きん卵の輸出停止・再開について）
https://www.maff.go.jp/aqs/topix/exkakin_teishi.html
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
農林水産省 動物検疫所
〒235-0008
所在地：神奈川県横浜市磯子区原町１１-１
電話 ：045-751-5923
ＦＡＸ：045-754-1729
ホームページ：https://www.maff.go.jp/aqs/
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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※配信サンプルです。

https://www.maff.go.jp/aqs/topix/exkakin_teishi.html
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二国間の条件が締結さ

れている物を列記

条件を確認できるよう、

輸出・国際局ウェブサイ

トとリンク

３．輸出先国と我が国の間に条件の締結はあるか
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国内の疾病発生による一時的な輸

出制限が講じられている場合は、そ

の内容を掲載

衛生条件一覧（ホーム＞畜産物の輸出入＞家畜衛生条件（輸出）
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輸出先国が輸出停止措置を講じておらず、かつ、二国間の条件がない場合は、輸出者

が個別の受入条件を輸出先国に確認する必要があります

◼ 確認先：輸出先国

（例）①輸出先国政府機関（家畜衛生担当部署）

②在日大使館

◼ 確認方法：輸出先国政府機関が発行した書類、公表資料等

同等の製品であっても輸出者により輸出先国の条件が異なったり、継続的に輸出している物であっても予
告なく条件が変更されることがあります

４．個別の条件を調べる必要はあるか
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二国間の条件等以外の畜産

物の輸出実績の主な事例を

HPに掲載しています

輸出実績（ホーム＞畜産物の輸出入＞畜産物の輸出検査窓口
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輸出先国の受入条件等の確認

輸出検査申請

輸出検査

輸出検疫証明書の交付

輸出

畜産物の輸出検査の流れ
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✓ 輸出検査申請書

輸出検査申請書又は電子情報処理組織（NACCS）により申請が可能です

✓ 必要書類

二国間条件や個別の受入条件に基づき、輸出検査に必要な書類として申請書と

ともに提出する必要があります

輸出先国の受入条件等を確認し、輸出検査が必要な場合は、畜産物の輸出に

先立ち、輸出検査申請書等を輸出検査を希望する動物検疫所に提出する必

要があります

① 輸出先国の受入条件を確認できる書類
② 由来動物の生産地における伝染性疾病の発生の有無等を証明する書類
③ 由来動物に係ると殺前、と殺後の検査の結果を証明する書類
④ 輸出畜産物の原料、組成等を証明する書類
⑤ 輸出畜産物の製造・加工・調製方法及び工程を証明する書類 等

輸出検査申請
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提出書類の準備
項目 二国間条件あり 二国間条件なし

１．輸送情報 インボイス等 インボイス等

２．輸出先国条件
不要
（輸出国から発行されてい
る場合はパーミット）

受入条件確認書
輸出先国の条件
（パーミット、公示等）

３．輸出製品の情報

要綱等に定められた書類
例）殻付卵申告書
食肉衛生証明書
牛の個体識別情報
鶏肉の生産農場情報

輸出先国条件の内容に
よる※

例）原材料表
製造証明書
加熱処理証明書
輸入時の検査証明書

４．家畜の病原体を
拡散しないこと

不要
国内流通確認書類※

営業許可証 等

５．追加証明 アタッチ様式
輸出先国条件の記載
された様式

※：輸出の現地調査を受けることで省略可

申請書提出時、関係書類は上記順番に並べてご提出ください。
（必要の無い書類は証明書発行時に返却します。）
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１.輸送情報

・以下の情報を確認できる書類

（インボイス、パッキングリスト、シッピングインストラクション等）
✓ 輸出先国
✓ 搭載港
✓ 搭載予定年月日
✓ 搭載船（機）名
✓ 数量
✓ 梱包数
✓ 品名
✓ マーク
✓ （コンテナ番号、コンテナシール番号） 等

※輸出検疫証明書に記載すべき情報が分かる必要最小限の書類をご提出ください。

提出書類
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２.輸出先国条件（二国間条件がないもの）

「受入条件確認書」
・輸出先国条件の確認先（公的機関の担当者）及び確認日
・輸出先国で求められている条件
・パーミットが発行されている場合、パーミット番号、有効期限
・条件の内容以外に確認している内容
・国内流通品かどうか
・輸出先国での検疫に該当する原材料
・日英の製品名（インボイスと製造証明の紐づけが必要な場合）
・輸出検疫証明書発行者の要件（獣医官の必要がある場合）
・外装情報記載した場合は、入庫後の画像不要

「輸出先国発行のパーミット」
・提出前に有効期限が切れてないか要確認

「輸出先国が公表しているWebサイト等」
・初回は根拠書類一式を提出すること
※受入条件確認書に仮訳を記載すること

20

獣医官による署
名が必要かどう
か確認を！

提出書類
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３.輸出製品の情報

①二国間条件がある場合

・要綱等に基づく所定の書類（食肉衛生証明書、殻付卵申告書等）

②二国間条件がない場合

「原材料表」
・輸出製品に含まれる輸出先国での検疫対象原料
・原材料名だけから判断できないものは要補足

「製造証明書」
・発行者及び製造施設（営業許可証等）情報
・どの原材料がどこで添加されどのように処理されるのか、フロー等で説明
・加熱等の処理が条件の場合、どこで条件を満たす処理（温度・時間）がされ
たか

「加熱処理証明」
・製造工程では処理されていない場合で加熱が必須条件の場合

「政府機関発行の証明書」
・輸入原料について製造国や日本輸入前の処理工程を証明する場合 21

※赤枠内の内容を
ひとつにまとめることも可

提出書類



R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出）

４.家畜の病原体を拡散しないこと（二国間条件がないもの）

①国内流通品
・受入条件確認書等に「国内流通品である」旨や「JANコード」を
記載
・上記記載がなくてもカタログ、納品書、注文書等、
市販流通していることが確認できる市販流通確認書類

② 国内流通していない商品
・「国内法規に基づき製造している」旨確認できる記載
（確認書への記載又は営業許可書）
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提出書類
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５.追加証明

商標（マーク）、インボイス番号等は申請書の所定の項目に入力

①二国間条件があるもの
・要綱等に基づく指定の様式を作成し提出

②二国間条件がないもの
・相手国の条件が記載されたものを作成し提出
・輸出検疫証明書備考欄への追加証明が必要な場合は受入条件確認書に
  その旨を記載

６．その他

「入庫票」
・現物検査を実施する場合でパレット指示を希望するものについて必要
 → 申請提出時、現物検査省略時は不要
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京浜港における申請手続きの手順

輸出検疫証明書発行

現物検査
省略 実施

（精密検査）

書類検査

輸出検査申請受付（検査予定表記入）
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提出方法 受付方法

電子提出
申請事項登録（EMA)時、「関係書類／送付方法」欄で
「有」／「添付ファイル」を選択し、関係書類をファイル添付
(MSF02）した上で申請（EMC）

窓口提出

申請事項登録（EMA)時、「関係書類／送付方法」欄で
「有」／「窓口提出」を選択し、出力済申請書と関係書類を窓
口に提出

※受領確認のため台帳記入が必要

R７.９ 京浜港及び千葉港向け第７次NACCS更改説明会

申請書類の提出
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電子提出予定分は、必ずファイル添付が完了した状態で申請し、

ファイル未添付のまま「EMC（申請）」まで進めないでください。

提出済みの申請は動物検疫所で順次「受理」し、書類検査へ。

書類検査に問題が無ければ「現物検査の判定」を実施。

※「受理」とは単に書類の受領確認です。書類検査の結果によっては検査希望日
に輸出検疫証明書の発行ができないためご注意ください。

R７.９ 京浜港及び千葉港向け第７次NACCS更改説明会

①EMA
②ファイル添付

（MSF02）
③EMC

26

申請書類の提出（電子申請）
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 初回ファイル登録する場合・・・業務コード【MSF02】

   初回添付以降の追加・削除・・・業務コード【MSH02】 詳細は下表参照

書類区分

HC 輸出入検査証明書 / HEALTH CERTIFICATE

BL BILL OF LADING / AIR WAYBILL

IV インボイス / INVOICE

PL パッキングリスト / PACKINGLIST

OT その他の書類 / OTHER DOCUMENTS

AL すべての書類 / ALL DOCUMENTS

NACCS掲示板掲載資料より抜粋 https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/dai7ji/syosai-siryou.html

ファイル登録時は、
書類区分の入力が必須！

全ての書類を一つのPDF
ファイルにまとめた場合、
区分を「AL」として下さい。

ファイル登録の機能について(電子／窓口共通)
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提出場所 提出方法

東京出張所
・ 窓口提出
・ 電子提出（個別調整）

畜産物検疫課
・ 窓口提出
・ 電子提出（関係書類の添付はMSF02による）

川崎出張所
・ 窓口提出
・ メール提出
・ 電子提出（関係書類の添付はMSF02による）

静岡出張所
・ 窓口提出
・ メール、FAX提出
・ 電子提出（関係書類の添付はMSF02による）

→提出後、メールまたはFAXにて要連絡

申請書類の提出

28
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以下の期限までに関係書類の提出が確認できない場合、検査希
望日の検査は困難と判断し、受理せず「変更承認」します。

① 初回品；二国間条件あり（例：香港向け殻付卵）、現地調査済等

輸出検疫証明書のみで追加証明が必要ないもの

・・・検査希望日の2開庁日前の15時までに提出

② 初回品；個別条件に基づき輸出検疫証明書に追加証明が必要なもの

（パーミットの条件が変更される場合も含む）

・・・検査希望日の7開庁日前の15時までに提出

③ その他 ・・・検査希望日の前開庁日12時までに提出

※二国間条件があるもの、実績確認（包括登録、ファイリング）済のものは前開庁日15時まで受付可

R７.９ 京浜港及び千葉港向け第７次NACCS更改説明会

変更承認済みの申請は検査希望日を延期の上で改めて申請をお願いします。

※上記期限について、静岡出張所提出分は除く。

輸出申請書類の提出時の注意点①

29
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R７.９ 京浜港及び千葉港向け第７次NACCS更改説明会

EMI画面

《受理》 受付済み→「１」
《現検》 書類検査済み→「１：省略/２：実施」
《変更承認》 変更承認済み→「１」

 ※ファイル添付漏れ等が無いか要確認

輸出申請書類の提出時の注意点②

EMI画面で必ず審査状況（受付・書類検査・変更承認済み）を確認してください。

30
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輸出申請における初回品の考え方

１ 二国間条件を基に輸出するもの
例） 畜肉、殻付き卵等

→ 申請者ごとに輸出先国、畜種の組合せが初めての場合
※種類、処理施設は問わない

検査実績について

申請者 輸出先国 畜種（種類） 食肉処理施設

A社 米国 牛 （冷凍肉） I-1 実績

A社 米国 牛 （臓器） G-1 実績あり

B社 米国 牛 （チルド肉） I-1 初回

２ 個別の受入条件を基に輸出するもの
例） パーミット（受入許可）のある米国や豪州向けの食品等
→ 輸出先国、製品、メーカー、輸出者の組合せが初めての場合

※ パーミットの更新に伴い条件内容に変更があった場合は“初回”
※ 検査実績がある場合は、申請時に直近の申請番号を実績欄に入力（他所
での実績も有効）

31



R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出）

NACCS申請登録時の注意点 共通部①
EMA画面 特に注意いただきたい項目

①貨物所在地
保税地域コードで入力。保税地域コードがない
場合は各官署各地域ごとの「その他」のコード
（○○WWW）を入力し、所在地名を直接入力。
保税倉庫でない場合は、「WAREH」を入力し 、
所在地名を直接入力
②検査希望場所
指定検査場所の保税地域コードを入力
動物検疫所で検査を受ける場合は「2AWWW」
を入力し、DOUKENと直接入力
③搭載港
国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁を除く３桁）、空港から
搭載する場合は、空港コードを入力
④AWB番号
航空貨物で搭載する場合入力
⑤商標
文字化して入力。欄毎に商標が異なる場合等は、
繰り返し部欄毎に入力可能。文字化が困難な場
合は、「AS PER ATTACHED」や「SEE 
REVERSE」等と入力し、申請書にコピーを添付
して提出。

32

①
②

④

③

⑤
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NACCS申請登録時の注意点 共通部②
EMA画面

⑥共通部備考（日本語入力可能です）
１列目（備考１）
・担当者名及び連絡先電話番号
・申請の代理人がいる場合は代理人情報

２列目（備考2）
・輸出検疫証明書作成のための必要情報
例）直行便の確認が必要な場合「直行便」等

３列目（備考３）
・現地調査施設番号
・検査立会者情報（現検立会を他社委託する場
合等）
・輸出検疫証明書の受取予定者の会社名、氏名
（公文書受領者登録届未提出の場合）
・証明書コピーが必要な場合は理由と必要枚数
（確認書がある場合は確認書に記載）
文字数が多い場合は列を気にせずご利用くだ
さい。また、MFS02やAttachとして補足情
報を添付していただいても構いません。

※上記以外の情報（社内の管理番号等）の情報
は入力しないでください。

33
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NACCS申請登録時の注意点 繰返部①

⑦品名その他
輸出検疫証明書の物品の種類欄に、種類名とは異な
る名称を出力させたい場合に入力。

⑧初回輸出品
初回またはサンプル品の場合にはY（ ）を入力。

⑤P32参照。

34

⑦

⑧

⑤
P32参照

EMA画面
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⑨処理施設１，２，３
二国間で条件のある畜産物（畜肉及び食用殻付卵
等）について、施設等の名称（厚生労働省により施設
の番号が付与されている場合は その番号）を入力

※以下の場合は共通部備考欄に処理施設番号、名称を入力
してください。
・入力してもエラーではじかれる場合（システム上に登録さ
れていないなどの理由）
・１つの欄に４か所以上の施設を入力する場合（４カ所目以
降の施設）

⑩処理種別
該当コードを入力

⑪処理年月日
検査対象品の処理開始及び終了年月日を入力しま
す。（任意）

⑫繰返部備考3行目（備考３）・・・次ページ参照 35

⑪

⑨

⑩

EMA画面

⑫

NACCS申請登録時の注意点 繰返部②

R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出）



R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出） 36

⑫備考３について
⑨の処理施設を入力した場合、当該輸出畜産物が最後に
取扱われた施設（と畜場、食肉処理場、食鳥処理場又はGP
センター等）の所在する都道府県のコード（左表参照）を欄
部情報「備考３」に入力。

※入力時の注意【欄分け】
（１）１申請に施設等の所在する都道府県が複数ある場合は、
都道府県毎に欄を分けること。

（２）１申請に同一品目コードで、同一都道府県内の施設等
が複数ある場合は、同一欄に入力。

（３）１申請に同一品目コードで初回品と実績のある品物が
混在している場合は、同一欄に入力可。

NACCS申請登録時の注意点 繰返部③

R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出）
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NACCS申請時に入力した情
報のうち、左の赤線部分は、動
物検疫所の発行する輸出検疫
証明書にそのままの状態で反
映されます。

※インボイス番号を証明書に
記載する必要がある場合は、
申請時に数量内訳又は品名欄
に情報を入力してください。

NACCS申請情報の輸出検疫証明への反映について

苗字045-201-9478（現検立会：〇〇社苗字）
現地調査施設番号１ 経由地でH/Cコピー要求あり（１部希望）

R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出） 37
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申請完了後の申請内容訂正について

38

申請済みの申請書入力内容を訂正したい場合、必ず動物検疫所による
「変更承認」が必要となりますので、ご連絡ください。
変更承認済みの申請を「EMB」で呼び出すと「EMA」の内容が修正できます
ので、修正後「EMC」で再申請してください。
申請番号の末尾は変更の度繰り上がります（HBP****1,2,…9）。

※添付ファイルのみの更新であれば、 NACCSパッケージソフトをご利用の
場合、受理前であれば動物検疫所の変更承認不要で実施可能です。ただし、
Webから申請される場合は、都度変更承認が必要です。

東京出張所提出分のみ

変更後の申請書は動物検疫所にFAX又はメールで送信してください。
申請内容の変更と同時に添付ファイルを更新した場合は、別途お電話にて
お知らせください。
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関係書類を追加提出する場合、元のファイルは削除せずに残した上で、

追加登録してください。

申請受付以降にファイルを追加する場合、

追加ファイルであることが分かるようなファイル名を付け送信してください。

（例） 最新の申請番号、追加〇〇等

① 元のファイルを残す

MSH02画面

HBP222222-1

HBP222222

② 追加ファイルであることが分かるようなファイル名を付ける

添付ファイル追加時の注意点 （電子／窓口共通）

39
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輸出先国の受入条件等の確認

輸出検査申請

輸出検査

輸出検疫証明書の交付

輸出

畜産物の輸出検査の流れ

40
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⚫ 輸出検査は、①書類検査、②現物検査、③精密検査等により、輸出しようとする物

が輸入国の受入条件を満たしているか等を確認するために実施します

⚫ 輸出検査のうち、現物検査については、法に基づく場所で行う必要があります

⚫ 書類検査において、必要と認めた場合は、輸出畜産物の製造等について製造施設

等の現地調査を実施します

✓ 書類検査

輸出しようとする物が、輸出先国の受入条件を充足しているか書類の内容を検

査します

✓ 現物検査

輸出しようとする物と書類の照合を行います

✓ 精密検査

受入条件に基づく精密検査が必要な場合、検査を実施します

✓ 現地調査

受入条件を充足するか確認するため等、書類検査で必要と判断した場合に製造

施設等の現地を調査します

輸出検査

41
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現物検査

現地調査済
施設由来

公的施設由来製品
公的機関保証製品

輸入国受入条件で
現物検査が必要

輸出検査対象品

現物検査の対象（色付きのもの）

以下にあてはまるものについては、現物検査の対象外

① 現地調査実施済施設由来の製品

② 二国間条件等に基づき、公的機関が保証した施設由来
の製品又は公的機関が保証した製品

ただし、輸入国が要求しているものは除く。

＊事前情報等から必要と判断した場合には、現物検査を行うことがあります。
42

反復輸出の流通製品は抜打ち的に実施

食肉の輸出要綱で認定されている
輸出認定施設由来又は公的機関で
保証されている製品
例：台湾向け牛肉、香港向け生鮮卵

現地調査で輸出先国受入条件充足
を確認され、３年以内の施設
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現物検査

現物検査に代えてサンプル品検査も可能

製菓工場

コンテナヤード

指定検査場所

製造施設 荷詰め

荷下ろし
バン詰め

バン詰め

AQS

同一規格
サンプル検査

臨港地区

同一規格製品

貨物の移動や保管に
費用・労力が

梱包や表示で同一規格
品であることが確認でき
るものについては
サンプル品での検査も
可能。

検査は指定検査場所又
は動物検疫所にて実施。

43
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以下を満たす場合、コンテナ検査が可能です。

・ 現物検査予定の全アイテムがコンテナ前面にあり、検査時に
確認可能。
・ コンテナヤードへ検査対応可能との確認が取れている。
・ 食品の場合、衛生的な取扱いが可能。（検査台等の準備）
・ 荷主が屋外での開梱検査に同意している。

コンテナ検査時、検査予定アイテムの確認が困難な場合、検査
を中止することがあります。この場合、改めて指定検査場所に
搬入していただき、後日検査を実施します。

コンテナ検査について

44
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NACCSのEMI（輸出畜産物検査申請一覧照会）画面より「検査状況」の

「現検」コードで確認してください。

EMI画面

〈各コードの意味〉
「1」：省略、「２」：現物検査実施

現物検査の有無の確認

45

現物検査実施の場合は、朝9時頃、各事務所を担当する動検協会に開始予定時刻を

ご確認ください。
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現物検査は、「家畜防疫官」、「指定検査場所担当者」、

「申請者」の３者立ち会いのもとで実施します。

第３者に貨物情報の引継ぎが出来ている場合に限り、申請者
自身の立会いを省略することが可能です

※現物検査の立会者が申請者と異なる場合は、申請書備考
欄に立会者の会社名等を記入してください。

現物検査時の申請者の役割

・検査貨物に関する説明

・申請者主体での開披

→カッター、テープ等の準備は指定検査場所と事前調整をお願いします。

現物検査の立会について

46
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指定検査場所との連携について

現物検査実施の場合は、指定検査場所に検査実施の旨ご連絡
ください。

※輸入と異なり、指定検査場所自身で現物検査の要否を
NACCS上から確認することはできません。

現物検査パレットの指定を受けたい場合は、指定検査場所に、
動物検疫所宛に別途「入庫票」等のパレット枚数やアイテム名
が分かるものを送付するよう依頼してください。

現物検査を行うアイテムが複数ある場合は、必ず指定検査場
所担当者に検査対象となる貨物の情報共有をお願いします。
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現地調査

① 家畜衛生条件等や輸出者の要望に応じ、必要な場合に実施

② 現地調査後３年間有効→動物検疫所全体で共有

③ 申請時にその旨を申告（備考欄に必要事項を入力）

→提出書類の省略、初回アイテムから現物検査省略

備考
担当者〇〇(045-201-9478)、経由地提出用副本１部要、片面印刷

調査No.100(20250327実施後変更無)

【備考欄入力例】

現地調査番号（NO.●●）、現地調査日、その後の変更の有無）
48

円滑な輸出検査の実施
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輸出先国の受入条件等の確認

輸出検査申請

輸出検査

輸出検疫証明書の交付

輸出

畜産物の輸出検査の流れ

49
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輸出検査の結果、輸出品が輸出先国の受入条件を充足し、

家畜の伝染性疾病を拡散するおそれがないと認めたときは、

輸出者に対して「輸出検疫証明書」が交付され、

NACCSの「結果」に「１」が表示されます。

輸出検疫証明書の交付枚数： 原本１部

※NACCS申請の場合、副本に代えて合格通知書（次ページ参照）を発行します。

※書面申請の場合、副本の要否を申請書備考欄に記載してください。

※副本が必要な場合、その理由と希望枚数（「経由地提出用に１部必要」等）を確認書（確

認書が無い場合は申請の共通部備考欄）に記載してください。

※輸出検疫証明書は原則両面印刷とし、アタッチは裏面印刷とします。

ただし、相手国側政府が裏面印刷を不可としている場合は片面印刷しますので、確認

書（確認書が無い場合は申請の共通部備考欄に記載）にその旨記載してください。

輸出検疫証明書の交付について

50
証明書受領時の本人確認について NEXT
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本人確認方法

1. 事前手続き

以下の①又は②により事前に窓口に来る方の情報をお知らせ下さい。

①公文書受領者登録届に必要事項を記入し、動物検疫所に提出する。

※登録届の様式をお持ちでない場合は、ご連絡ください。

②申請書備考欄に受取予定者の会社名、氏名を記載する。

２．窓口での手続き

窓口で上記①又は②に記載された方かどうか本人確認を行います。

以下ア～ウのような身分H/Cをご提示ください。

ア.写真付き社員証 イ. 免許証 ウ. マイナンバーカード

※現物検査の立会が申請者と異なる場合は、立会者についても本人確
認を行う場合があります。

公文書受領者の本人確認について

51
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動物検疫検査合格通知書

通関用のための合格通知書

通関用の証明書はNACCS
から発行します。
通関手続上必要がある場合
には、書面による輸出検疫
証明書の交付に先立って通
知書を発行することも可能
です。
（例：コンテナ・シールの証明が必
要だが、税関で他法令の許可が確
認できなければバンニングが認め
られない場合等）
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証明書の訂正が必要となった場合

発行済みの証明書の訂正に関しては、現地での通関手続上
必要な場合、証明内容に関わらない部分（輸送情報等）であ
れば対応いたします。

必ず訂正方法をご確認ください
→手書き＋訂正印でよいのか、差し替えが必要なのか

※訂正時には、全ての発行済み証明書とともに、訂正情報
の根拠となる書類（搭載日や船名であればインボイス等）を
お持ちください。

輸出検疫証明書受取時には公印、サイン、証明書番号、
必要事項の記載等、内容を十分御確認下さい。
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本日お話しする内容

54

１．動物検疫について

２．スムーズな輸出のために

３．事例紹介
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二国間の条件：有（香港向け輸出殻付き家きん卵及び卵製品の取扱要綱）

香港向け卵の主な条件（管轄）

(1) GPセンターや加工施設の認定：都道府県が認定、厚生労働省がとりまとめ

(2) 動物衛生に関する事項：農林水産省動物衛生課、動物検疫所

(3) 飼料安全に関する事項：農林水産省畜水産安全管理課

(4) 食品安全、薬事、有害物質に関する事項：厚生労働省

書類検査 現物検査 輸出検疫証明書の交付

• 取扱施設を認定リストと照

合する

• 申告内容を確認する

• 国内における疾病の発生に

より一時的に輸出停止措置

が講じられたものに該当し

ないことを確認する 等

現物検査は家畜伝染病予防法に

規定の場所で行う

条件に規定の様式で輸出検疫

証明書を交付する

輸出者から提出された書

類と現物の外装表示や内

容の照合を行う

輸出事例① 香港向け卵
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二国間の条件：有（オーストラリア向け輸出食肉の取扱要綱）

豪州向け牛肉の主な条件等（管轄）

(1)と畜場及び食肉処理場の認定：厚生労働省

(2)豪州向け食肉衛生証明書：都道府県（食肉衛生検査所）

(3)動物衛生に関する事項：農林水産省動物衛生課

(4)輸送時の封印等：動物検疫所

書類検査 現物検査 輸出検疫証明書の交付

家畜伝染病予防法に規定の場所において輸出者

から提出された書類と現物の外装表示や内容の

照合を行う（開封した場合は施封する）

• と畜場及び食肉処理場を認

定リストと照合する

• 食肉衛生証明書の内容を確

認する

• 国内における疾病発生状況

を確認する 等
条件に規定の様式で輸出検疫証明書

を交付する

輸出事例② 豪州向け牛肉
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貨物をコンテナに搬入 コンテナに封印を施す

封印番号を輸出検疫証明書に記
載する（①の場合を例示）

ダンボール箱や発泡ス
チロール等の輸送容器
をシールで封印

①コンテナを使用する場合

②コンテナ以外の梱包で使用する場合

不正の防止として、豪州向け輸出食肉を積載した輸送コンテナ等には、固有の番

号を有し、破損しないと当該梱包を開封できない場所に封印を施し、当該封印番

号を輸出検疫証明書に記載する必要があります

輸出事例② 豪州向け牛肉
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二国間の条件：無 ※米国当局から個別に交付された輸入許可証に記載の内容

米国向けお菓子（卵及び乳を使用）の条件（例）

(1)輸出製品は動物由来原料として卵と乳のみを使用していること

(2)輸出製品の卵は少なくとも中心温度75度で加熱されていること

(3)輸出製品の乳は輸出前少なくとも72度15秒間で２回加熱されていること

書類検査 現物検査 輸出検疫証明書の交付

輸入許可証で求められている

条件を記載した輸出検疫証明

書を交付する

関係書類

• 輸入許可証で求められてい

る条件を充足する製品であ

るか添付された製造工程書

等を確認する

家畜伝染病予防法に規定の場所において

輸出者から提出された書類と現物の外装

表示や内容の照合を行う

輸出事例③ 米国向けお菓子
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ケーススタディ

提出書類にどのような不備が多いのか、何に注意すべきなのか

実際にケース毎に確認してみましょう！

注意すべきPoint!

①受入条件と提出書類で矛盾のある項目はないか？

②書類毎に製品名（英語・日本語含む）にバラつきがないか？

③受入条件＋αで確認済みの内容について補足説明があるか？
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以下の内容を証明した日本政府当局の常勤獣医官にエ
ンドースされた証明書原本を添付しなければならない。

「受入条件確認書」に、必要な証明内容、証
明者等の情報が記載されているか。

1) 輸出製品に含まれる動物由来原料は卵と牛乳のみ 原材料表にて確認。

2) 輸出製品に含まれる卵は中心温度75度以上の加熱
をされている 製造工程にて確認

3) 牛乳は輸出前に２回、72℃15秒以上の加熱処理を
されている

証明書はインボイス番号や商標等により明確に貨物と突合
でき、英語訳されていること。

輸出検疫証明書に必要情報を記載

輸出検疫証明書発行に当たり、家畜の伝染病の病原体
を拡散するおそれがないことを証明する必要あり

市販流通品であること、又は営業許可を受け
た製造施設で製造されていることを確認

VETERINARY PERMIT 123-456-7890
DATE OF ISSUED 9-OCT-2024     DATE OF EXPIRES 9-OCT-2025

《輸入許可書》ケース（１）US向けお菓子
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輸入原料を使用している場合には原料製造国政府の証明書が
必要です！

《修正後の記載例》

Point！

①受入条件と提出書類と
の矛盾
→増粘剤、PH調整剤に動
物由来原料が含まれない
旨記載
→乳原料の加熱工程追記

②受入条件＋αで確認済
みの内容について補足
→「魚由来原料については
動物由来成分として規制
の対象とならないことを
USDAに確認した」旨を確
認書に追記

①

①②

R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出）
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ケース（２）AU向けレトルト製品 《輸入許可書》
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Point！

①受入条件と提出書類との矛盾
→パーミットにある輸入条件のうち、
求められている項目を抜粋して記載

②受入条件＋αで確認済みの内容が
あれば追記

③製品名は日本語/英語併記で書類
毎にバラつきのないように

④外装情報（マーク、製造工場の識別
番号、バッチコード等）の詳細をこち
らに記載した場合は、入庫後の画像
の送信不要

⑤市販流通品である旨を記載した場
合、営業許可書の提出を省略可能

《確認書》

③

④

①

②

⑤
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Point！

①製造証明書に原料の詳細を記載
すると原材料表として兼用可能

②製造工程については、原材料が
それぞれどこで添加されたのか、
時系列を追って分かるように記載

①

②

R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出）
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以下の内容を証明した日本政府当局の常勤獣医官に
エンドースされた証明書原本を添付しなければならな
い。

「受入条件確認書」に、必要な証明内容、証
明者等の情報が記載されているか。

1) 輸出製品に含まれる動物由来原料は卵と乳製品の
み

原材料表にて確認。

2) 輸出製品に含まれる卵は中心温度74度以上の加
熱をされている 製造工程にて確認

3) 輸出製品に含まれる乳は日本由来である

証明書はインボイス番号や商標等により明確に貨物と
突合でき、英語訳されていること。

輸出検疫証明書に必要情報を記載

輸出検疫証明書発行に当たり、家畜の伝染病の病原体
を拡散するおそれがないことを証明する必要あり

市販流通品であること、又は営業許可を受
けた製造施設で製造されていることを確認

66

《輸入許可書》VETERINARY PERMIT 123-456-1234
DATE OF ISSUED 9-OCT-2024     DATE OF EXPIRES 9-OCT-2025

ケース（３）US向けプリン
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Point！

①輸入条件と提出書類との矛盾
ゼラチン（豚由来）とバター（AU原産）は
対象外であることを明記

②製品名は日本語/英語併記で書類毎に
バラつきのないように

③輸入条件＋αで確認済みの内容があれ
ば追記
確認書又は製造証明書中に補足する

《訂正後の記載例》

②

①

③

R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出）



R7.10.31 京浜港合同実務講習会（輸出） 69

ケーススタディ まとめ

提出書類に不備が見つかったため、荷主への再確
認等に時間を要し、予定の出港日に間に合わなくな
る事例もあります。

スムーズな手続きのため、申請前の書類の事前確認
を徹底するようお願いします！

OK!
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ケーススタディ まとめ

よくみられる事例

製造証明書
原産地が日本他と記載 受入条件が「原料が日本由来のみ」の場合、不適。

対象となる原料について要確認。

対象となる原料が複数含まれる
（例：原料の乳が生乳・脱脂粉乳等、複数含まれる）

対象となる原料について確認の上、必要に応じ確認書に
記載。

対象となるものが原料なのか最終製品なのか不明
（例：最終製品の原料（プロセスチーズ）は日本製造だが、
原料（ナチュラルチーズ）の原料が外国産)

受入条件が「原料が日本由来のみ」の場合、不適。
対象となるものが最終製品なのか、製品に含まれるすべ
ての原料なのか、確認の上、確認書に記載。

原材料が一部省略されている
（例：おでんセット 原料（はんぺん、大根、こんにゃく））

受入条件が「原料の動物由来原料が卵のみ」の場合、不適。
各原料を具体的に明記すること。
（例：はんぺん（魚すり身（たら）、卵白、・・・）
※本事例では魚が動物由来に含まれないか追加確認の
上、確認書に明記する必要があります。

受入条件と製造工程の加熱処理温度が異なる 加熱処理温度について、実際の処理と証明内容が異なる
場合、相手国政府機関へ問題ない旨確認し、その旨確認
書に明記した上で、同等である旨の科学的根拠を提出。
（例：63℃35分の加熱処理について、72℃15分と同等
である演算式等が示された書類）

製造施設の情報・発行日がない 製造施設の名称・住所・発行日を明記

一つの申請にパーミットが複数添付 どの製品がどのパーミット（受入条件）に該当するか、リス
ト作成や確認書に記載する等、明確にしてください。
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ケーススタディ まとめ
よくみられる事例

INVOICE（I/V）・PACKING LIST（P/L）

積載貨物情報が全て載っており、輸出申請の該
当貨物がどれか不明

どの製品が輸出申請の該当貨物がわかるよう、
P/Lに手書きで番号追記する等、わかるように。

I/VとP/Lの情報が異なる 内容精査の上、齟齬がないように。

スペルミスにより、申請情報に誤りがあった スペルミスにより相手国で留まる可能性もありま
すので、よく確認を。

確認書
相手国政府機関の情報がない パーミット等の公的書類がない場合、

いつ、どの政府機関の、だれに、確認したか記載
ください。

相手国政府機関への確認日が古い 確認日から時間が経っている場合、条件が変更し
ている可能性があります。相手国政府機関へ条
件の再確認が必要です。

発行者が担当者になっている 確認書含め、動物検疫所への提出書類は責任者
名で作成ください。

検疫対象となるものがあいまい 例えば、受入条件に「乳が日本由来」とある場合、
製品に含まれるどの乳が対象なのか（最終製品
なのか、全て/一部の原料なのか）、確認書に追記
してください。
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事例１
輸出者が輸出先国の条件を十分に確認していなかった（韓国向け乳製品）

１ 輸出者が電話で現地に受入条件を確認し「特段の条件なし」との回答を得た

２ 動物検疫所から過去の輸出事例（加熱条件あり）を案内したが、検討することなく輸出した

３ 韓国に到着後、加熱の条件記載を要求された（韓国に輸入できず）

輸出先国の条件は、誤解がないよう、可能な限り書面等（メールを含む。）で確認

事例２
輸出者が輸出先国の求める証明書様式を十分に把握していなかった
（EU向け牛肉）

１ EU向け牛肉は条件が締結されているが、様式はマルチであり予告なく更新されている状況

２ 輸出者が現地に確認し問題ないとの回答を得た様式を使用して反復して貨物を輸出していた

３ 様式の変更に気付かず輸出した牛肉が現地で留まってしまった

✓ 反復して輸出している場合も、輸出の都度、必要な確認は実施

輸出のトラブル事例①

72
輸出先国政府機関への受入条件の確認は慎重かつ確実に！
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  事前に輸出条件や貨物の詳細を輸出者に聴取し、確実に内容を把握してから申請 

事例３
輸出検疫証明書への必須記載項目の確認不足（AU向け食品）

１ 輸出国側の条件として、輸出検疫証明書へのインボイス番号の記載が求められていたが、

動物検疫所に提出した受け入れ条件確認書にはその旨の説明なし

２ 発行済みの輸出検疫証明書の内容確認を怠り、インボイス番号の記載がないまま輸出

３ 輸出国側で証明内容に不備があるとして、追加証明を求められた

証明書への必須記載内容の把握と輸出検疫証明書内容の確認

証明必須項目は、申請時に輸出検疫証明書に反映される欄に入力する等工夫

輸出のトラブル事例②

73

申請者が受入条件をよく把握しないまま対応事例4

1  輸出者⇔通関業者⇔動検のやりとりで、動検の確認事項が輸出者に伝わらず、３か月近く輸出に時間
 を要した  

 2  直接動検が輸出者とやりとりをして、２週間後に提出書類を用意して輸出可能となった。

貨物情報をしっかり把握してから申請を！
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申請情報に誤りがないかよく確認すること

事例５
申請者が受入条件をよく把握しないまま対応（US向け乳・卵含む製品）

１ 輸出国側の条件として、動物性原料は「乳のみ・72℃/15秒以上の加熱処理」が提示された。

動物検疫所に提出した受け入れ条件確認書には、卵については対象外のため証明不要の旨記載

２ 輸出国側で卵についても証明必要ということで追加証明を求められた。

３ 原因究明した結果、現地当局への確認ではなく、輸入者に対して確認していたことが判明。

輸出条件は必ず相手国政府機関へ確認すること

輸出のトラブル事例③

74

申請関係書類に誤りがあった（TW向けあひる羽毛）事例６

1 PACKING LISTの重量に誤りがあり、誤った情報をもとに申請書が作成されていたため、

そのまま誤った重量で証明書が発行された。

 2 TW到着後に実際の貨物の重量が証明書と異なったため発覚し、現地で留まってしまった

貨物情報をしっかり把握してから申請を！

輸出先国政府機関への受入条件の確認は慎重かつ確実に！
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事例７
申請者が受入条件をよく把握しないまま対応（US向け乳含む製品）

１ 輸出国側の条件として、「動物由来原料が乳のみ・他の動物由来原料と交差汚染していない」が提示された。

動物検疫所に提出した確認書には、製造中に他の動物由来原料と交差汚染していない旨説明あり。

２ 製造証明書等の提出書類では他の動物由来原料と交差汚染していない旨の確認がとれなかったため、

製造工場の現地調査が必要となった。

３ 搭載に間に合わなかったため、輸出を断念したが、後日確認したら交差汚染の証明は不要であった。

  輸出条件について、内容に誤りがないかよく確認すること 

輸出のトラブル事例④
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・ どの段階（製造中・製造後）で交差汚染していないかによって、確認事項が異なる。

・ 製造中：原料搬入から製造完了（梱包）までの間に交差汚染してないか確認が必要。

【確認書類の例】

製造工場における取り扱い原料リスト、原料・製品・人の動線、製造施設平面図、原料取扱方法、

製造ラインの洗浄・消毒に係る作業手順書等

・ 製造後：梱包状態によって交差汚染が否定できない場合、製造中と同様の書類の確認が必要。

※場合によっては、上記の書類全てを提出いただく必要があります。また、社外秘等で提示できない

場合、製造工場の現地調査を行う必要があります。

※輸入原料については、輸入国政府機関のH/Cに明記する必要があります。

交差汚染(commingle)にかかる補足

交差汚染の確認は非常に困難です！
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問い合わせ窓口輸出相談について

ご不明な点がございましたら、
最寄りの動物検疫所へ電話・メールにてご相談ください。

輸出先国側の条件と輸出品目がお決まりの場合で、
面談をご希望の場合は、日程を調整いたしますので
最寄りの動物検疫所にご連絡ください。

※関係書類の事前確認については、申請書と共にご提出ください。
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動物検疫所検疫部畜産物検疫課
TEL：０４５-２０１-９４７８
FAX：０４５-２１２-４６２３

e-mail:aqs.yokchiku@maff.go.jp

動物検疫所川崎出張所
TEL：044-287-7412
FAX：０４4-２87-7413

e-mail:aqs.kws@maff.go.jp

動物検疫所静岡出張所（清水港事務所)
TEL：054-353-5086
FAX：054-353-7634

e-mail:aqs.smz@maff.go.jp

動物検疫所羽田空港支所東京出張所
TEL：03-3529-3021
FAX：03-3529-3025

e-mail:aqs.tyo@maff.go.jp

問い合わせ窓口
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参考資料

家畜の伝染病について
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１．畜産物の輸出動向について

２．動物検疫について

３．スムーズな輸出のために

４．最新のトピック

５．理解度チェック
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海外における伝染性疾病の発生状況<口蹄疫>
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海外における伝染性疾病の発生状況＜アフリカ豚熱（ASF）＞海外における伝染性疾病の発生状況＜アフリカ豚熱＞
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海外における伝染性疾病の発生状況＜豚熱＞
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海外における伝染性疾病の発生状況＜鳥インフルエンザ＞
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